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教育所・教師論一霧社事件前後を中心に-

A study on Aborigine education place and teacher

- Mainly before and behind the Wu She uprising一

松田吾郎*
Yoshiro MATSUDA

零杜事件(1930)は日本統治時代最大の原住民による抗日運動であったOこの事件の舞台は霧杜公学校及び教育所であ

り、これらは原住民教育のための学校であった。原住民教育の教育所・教師論について、同事件前後の台湾総督府及び

「理蕃」関係者の所論を分析した。

その結果、同事件前、教師は原住民子弟に「尊敬される人格者」となるように目指されたが、実際は教師は駐在所巡査

の一般職務と兼任であり、昇進、給与面での待遇も悪かった。それが同事件勃発の要因の一つになったo

霧杜事件後、視学官など監督機関の設置、教師の昇進、給与面での待遇改善が行われたが、駐在所巡査の一般職務との

兼任は解消されず、教育所の駐在所からの独立が要望されていたことが明らかとなった。.

キーワード:霧杜事件「蕃童教育所」教師
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はじめに

尉主民子弟のための教育所教育及び教師論ついては台

湾警察協会発行の『台湾警察協会雑誌』及び同誌を改称

した『台湾警察時報』に多く載せられている。同誌は大

正6年(1917)6月から昭和19年(1944)まで続いた(1)

同誌は警察関係等者が執筆した国策推進策、治安維持

策、「理蕃」政策に関する論考を収録し、警察関係者へ

の情報提供に供されたものである。その中で、同誌には

鈴木質という人物が大正15年5月から昭和8年6月

(1926-33)にかけて、原住民子弟を対象とした教育所

教育の改革案を多く載せている。

鈴木質は大正15年(1926)5月時の肩書きは台湾総督

府嘱託、昭和2年(1927)4月時に一時、台湾総督府属、

同年6月からまた同嘱託、昭和7年(1932)3月から警

務局あるいは同局理蕃課所属と記されている(2)
。
鈴木は、この間、「蕃人教育私見」1)-(6)く大

正15年5月～11月)、「蕃童教育改善具案」1)-14

く昭和2年2月-4年2月)、「教育所に於ける教育標準

改正と其の実施に就いて」く昭和3年3月)、「教育所の

訓練に就いて」1)(昭和5年1月-4月)等

多数の論考を同誌に寄せ、教育所教育に対する改革案を

提言している。

筆者は昭和3年(1928)の新「蕃童教育標準」制定に

おける鈴木質の活動、及び教育所における修身教育改革

案については既に紹介した。<・蝣与)

本論では、特に覇杜事件(昭和5年(1930))前後の

鈴木質や「理蕃」関係者の教育所改革案、教師論につい

て検討したい。その目的は同事件前の彼等の提言と霧杜

事件との関係、事件後の彼等の提言と昭和6年(1931)

に出された「理蕃大綱」との関係を明らかにしたいとい

うことである。

I霧社事件前の教師論

(1)総務長官・ 「理蕃」課長の教師論

大正11年(1922) 6月に警務局「理蕃」課長の宇野英

種は教育担任者は「尊敬せらるゝ如き人格者」であるべ

きであると述べたが(4)、その後の「理蕃」課長田端幸三

郎も教師は「蕃族をして善良なる帝国の臣民に化導する」

という自覚、 「不損不屈」、 「勇往遇歩」の信念をもたな

ければならないと述べたォ>。また、大正13年(1924) 1

月に台中州警部補山口七郎は「素質あり訓練された警察

官を以て之(教育担任者)に苫つるか、公準校の訓導を

教師に任ずる」という案を提示し、また教師の選任を大

切にし、教師を優遇する案を出した<fi>。

また、新竹州大渓の福島警察官からも、教師は原住民

には「愛情」をもって接し、児童の心情をもって児童に

接すること。また教授内容は詰め込み主義を改めること、

及び国語の時間を増やすべきであるという意見が出てい

る。(7)

これらの提案を受けて大正14年1925) 4月に後藤文

夫総務長官は教育所教師には「適材」を得て、 「同一箇

所二永ク勤務セシメ」るべきであるとの指示を出してい

た。'サ

*兵庫教育大学第2部(社会系教育講座)

sこ1

平成13年10月22日受理



松EB吾郎

(2)鈴木質の教師論

以上の所論の流れにおいて、鈴木質の教師論を考えて

みよう。既に大正15年(1926) 9月時から、教育「櫓任

者の熱誠の必要」 (9)と、 「現担任者に対する教養として

は講習合が最も善い方法」 (10)であるとし、教育所の教

育担当巡査の熱意と彼等に対する講習会による教授指導

を提言している。このような提言は鈴木の独創ではない

が、これ以後、講習会は度々行われ、その都度、 「櫓任

者の熱誠」が叫ばれていたことは想像に難くない。また

新たに「櫓富者の補充を必要とする場合に在ては」、 「蕃

童教育櫓任者たるべき警察官を募集し、之れに練習所に

於て、主に担任者としての教養を施す必要がある」 (ll)

と述べている。

さて、鈴木は教育担任者修養としての講習会について、

「二週間三週間といふ短時日よりも、三箇日とか六箇月

とかの長期講習であって欲しい」こと、さらに打合会開

催、他管内視察、機関雑誌発行を要請した(12)。また教

授に関する事では教育所の教科書は「小撃校の国語讃本」

を用いること、禎式授業の補助として「實習の助手」の

配置、直観教授が第一義であり、教授においては「蕃語」

を使用せず、 「国語」で行うことを提言している(13)。

また、教育の基本方針として「蕃人を操縦してる間は

蕃人の教化は六づかしいと思ふ。その操縦すると言ふ心

理の中には純異な愛などを見出すことは到底出釆ない」.

「蕃人の操縦は止めて教化に専念すべし」 (14)という「愛

情」に基づいた教化を訴える。

この「愛情」について、鈴木は教育担任者はまず「自

分より以外に適任者はないとの大信念」をもって従事す

ることが大切であるという(15]

「愚昧な兇暴な蕃人を教化して其の半獣的生活から救

済して之れを鼻人間としてやると言ふ様な高尚な事業は

滅多にあるものではあるまい。由架教育事業は天職を以

て任ずべきものではあるが、蕃人教育に於て特に其の然

るを見る講である」 (16)と述べ、原住民教育を天職と自

覚することを訴えている。さらに「蕃人に封しても-

焼き志さずんば止まぬ所の熱情を以て彼等に接したなら

ば、彼等と難も必ずや何ものかを感得するであらう、そ

して敬粛と信頼とは山乞度其の度と増すに相違ない」 (17)

と述べ、 「愛情」ある教育が原住民子弟からの「信頼」

となることを強調している。教育担任者が以上の心構え

の下に「何れの教科目に於ても常に徳性の滴善と国語の

習熟とには常に留意して国民に必要な性格を陶冶するや

うに務め」us)るべきであることを述べている。また、

「子供に好かれないで子供を感化するなど出釆ることで

はないから、教育者の第一要件としては子供に好かれる

先生となることである。知識を授けることよりも精神を

作ることの必要な教育所に於ては更にこの感が深い」 (19)

と述べている。

さらに鈴木は「蕃人の教育」は「教化第一主義に依る」

べきであり、 「蕃童の教育は又その基礎である」。 「蕃童

教育所の訓練」について、 「教授は意識中の(知)を啓

瑳する仕事で、訓練はく情)とく意)との両方面を練っ

て、惑い事は避け善い事を實行させる手段である。」言

い換えると「訓練は国民性を作る、即ち蕃童をして良い

日本人に改造する手段である」 (20)。一方、 「教師の人格

の反映が訓練となって現れるもので、 -特に教師の人

格は不思議な程兄童の性格の上に影響を輿へるもの」で

ある。従って、 「教師は自ら先づ研究的で賓行的でなけ

ればならぬ。親切積極的でなければならぬ。そして、し

かも温雅で厳格な人でなければならぬ。 -・心は神の如

く髄は獣の如く!」(21)と言う。

以上の鈴木の教師論は総務長官、 「理蕃」課長等の方

針並びに意見とほぼ同じであったことが理解できる。即

ち、鈴木は教育担任者が「尊敬される人格者」であるた

めに、 「愛情」をもって原住民子弟に接し、彼等から信

頼感を得ることを第一とした。そうした教師を具体的に

育成するために講習会の開催を提唱し、また複式授業下

の教師の負担軽減、授業の効率を上げるために実習助手

の配置を訴えていた。この実習助手については昭和3年

(1928)の新「蕃童教育標準」によって「特別ノ事情ア

ルトキハ教育櫓任補助者ヲ置クコトヲ得」 (教育標準第

2章第6条、 『台湾教育沿革誌』台湾教育会編、昭和14

年12月、 491頁所載)として制度的には実現した。また、

教育所の教育は「国民性陶冶」のための訓練であり、教

師の人格が原住民子弟に鏡の如く反映するものであると

述べている。

(3)軍軒の教師論

高雄の翠轡生と呼ばれる、恐らくは「理蕃関係」の教

育所教師と思われる人物が「原人教育論」というテーマ

で教師論を具体的に述べているので検討しよう。

まず、 「教育特に原人教育は担任者その人を得ると共

に地位の確立を得せしむる事が先決問題である」 (22)と

述べる。教育所教師は駐在所巡査が担当するのであるが、

「先づ駐在所の事務一切より離立して教育に専任たらし

むる事、出張召集は菌止むを得ざる場合、例へば非常事

轡等のみに限る事」 (i,二3)と述べる。即ち、教育所担任者

は専任とし、駐在所の警察事務一般から独立すべきであ

るという意見である。

さらに、 「同一教育所に少なくも三年以上在勤せしめ、

若し坤勤の必要ある場合は小公撃校の教員式に教育所よ

り教育所へ特ずる如くしたならば、櫓任者もその地位責

務の重大なるに想到し、所謂その日暮し的の不徹底は根

絶するであらう、而して教育櫓任者はなる可く妻帯者を

以て是に充つる事-としたい」 (24)と述べ、教育担当者は
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同一教育所に最低三年以上勤務し、転勤の場合も教育所

から教育所へ転勤する。即ち、教育所担当巡査の職務を

専門化すること、さらに妻帯者を充てるべきであると述

べている。

担任者の選定にあたっては、 「先づ(警察官)練習所

卒業の際志望者を募り、之をあらゆる方面より慣重鎗衡

して適任者を選定し、三箇日乃至六箇月間准教員養成所

式に、原人教育に必須適切なる科目を授ける。定は全島

的に行ふ事が都合意ければ各州廉で行ふも可である。志

望者鍍衝に際して留意すべきは、衷心より原人教育に趣

味を有する者、費音の正確なる者、土に親しみを持つ等

の諸惟件を具有する者を選定する事である」 (25)と述べ、

警察官練習所で志望者を募り、適任者を選定し、一定期

間養成訓練を行う事を提案している。

次に任地に派遣された担任者に対して、当初「蕃語講

習をなす事」、これは「蕃語を解せざる据任者の努力は

其の五割位い迄無駄骨となる」 (26)からであった。また、

毎年一回以上-箇月間位「櫓任者教養を目的とする教育

講習合を開き、教授法、訓練法、遊戯、看諸法等適切な

る科目を授ける」(27)ことも提言している。さらに昭和

3年(1928)成立の新「蕃童教育標準」において制度的

確立を見た「教育担任補助者」については「原則として

必ず櫓任補助者を置く様にしたい」との希望を述べてい

る。これは裡式授業における教育担任者の負担軽減と教

育所の退学者を出さないためであった(28)そして、こ

の補助者には「教育所卒業生中の国語堪能にして、品行

方正なる十八歳以上三十歳以下位の身鰭強壮なる男子そ

してなる可く妻帯者を標準として採用し」、 「経費の関係

上警手名儀、或は警手を補助者として任命する何れの場

合にも教育所に専属せしめ、駐在所其他の雑務に使役せ

ざる事」 (乃)を要望している。

また、教育担任者には妻帯者が望ましいとしたのは

「櫓任者不在中或は病気其他の場合商事につけて掃身者

よりも都合好く、殊に教科目中實科の-を占むる裁縫教

授に普りては・-・女に如くなしである」(:…)と述べてい

るように、担任者の妻女を裁縫事業に当てたいという要

望である。

担任者の服装については当時、まちまちであったが、

「稽節は先づ容儀から」と言うように「担任者の服装を

制定して身も心も全くく先生)になり切って教育に専念

させたいものである。即ち現在の文官月別二大僧象った粟

無地に隠し釦の上衣及同地の袴」にすれば「自他共に身

心に好影響を輿へく先生)と云ふ感を強からしむる」 (二号1)

と述べる。

さらに、 「従釆手腹を切らねば教育の成績は上らぬ」

という風潮があり、教育担任者の負担となすっていたが、

「月々若干の教育手富を給する事は決して不吉ではない

と信ずる是非賓現させ度い」 (:与2)という提言も行ってい

た。

以上、翠轡生の教師論は鈴木質等が特に展開した精神

論ではなく、能力ある教育担任者の選定、職務内容の安

定、給与手当の充実、教育担任補助者を原住民の教育所

卒業者から選抜することなど制度的改革論を述べてい

た。

I霧社事件以後の教師論

霧社事件は昭和5年(1930)年10月29日に起こったが

(33)、この事件以後、台湾総督府はいくつかの制度改革を

行った。その一つは、総督府に「理蕃」関係視学官1名

を置き、また各州に視学を設置すること、及び警察官の

資質・待遇の改善、教育所教育の改善であった(二34)。

r台湾総督府公文類纂』昭和6年、 15年保存、第1巻

保存、 「蕃人蕃地ノ視察取締二開スル件」, 「理蕃政策大

綱」 (昭和6年2月14日立案、同6年2月16日決裁)に

よると、 「理蕃関係者殊二現地二於ケル警察官ニハ沈着

重厚ナル精神的人物ヲ用ヒ努メテ之レヲ優遇シ、滑リニ

其ノ任地ヲ変更セシムルカ如キコトナク人物中心主義ヲ

以テ理蕃ノ致果ヲ永遠二確保スルニ努ムヘシ」と言われ、

「理蕃」警感官は人物中心主義で用い、任地を簡単に変

更せず、一所に長くとどめ、また待遇も優遇することと

した。この「理蕃」関係者の中に教育所教師が入ってい

たことは言うまでもないが、この教師論について以下検

討しよう。

(1 )田子大民の教師論

田子大民は教育所長、指導監督機関、教育担任者、教

育内容の四点について述べている。

まず、教育所長、即ち駐在所長については、当時、

「教育は自分等の仕事でない、従って如何でもよいと云

った様な、少くとも教育に封しては我不開票たる態度を

とらるゝ所長さんも無いではないといふやうな情況であ

ることが腰て教育の不振を来した」 (35)のであると述べ

る。また、 「教育所には指示録といふものが備へられて

ある筈だがどの程度まで利用されてゐるか」 (36)疑問で

ある。この情況に対して、田子氏は「教育所長にその名

に相贋しい御活動を願ひたい」、 「教育所長を監督警部の

兼任としておくことが既に時代錯誤である」。 「所長は専

任であって欲しい」、 「所長と櫓任者とは異僧同心」 (二i7,

であってほしいと要望している。即ち、教育所長を専任

にし、教育担任者と協力して教育にあたるべきであると

いう提言である。

次に指導監督機関について、 「指導監督の専任者を置

かなければならない。郡や支廉にまでとはいかぬにして

も、州とか麿には是非一人をおいて専務に之等の指導と
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監督とをする必要がある」(:鵬と述べ、州・郡・庁・支

庁のいずれかに教育所を監督する専任者の設置を要望す

る。

教育担任者については、当時の教育担任者は駐在所の

警察事務を兼任しており、教育に多大の支障を来たして

いた。また、 「据任者では甫年巡査で精密の替展は望み

得ないとの理由で櫓任を嫌ふ傾向がある」。これに対し

て田子は「現在では巡査部長には昇進せしめ得るし、或

所では現に巡査部長として櫓任してるのもある」と先ず

現状を述べる。さらに「教育に封して据任者を専任とす

ること、その櫓任者に封して講習をなし修養せしめるこ

ととは嘗局としての第一の責務」 (39)であると訴える。

さらに教養方法は「教育櫓任巡査練習生として募集し主

に教育方面と理蕃事業とに就いて教授し、普通警察官よ

りも更に二箇月位の實習期間を延長し、卒業後の待遇は

普通警察官より二三園高給を以てすればよい」 (40)と提

言した。

教育の内容については、田子は① 「就撃年齢浦七歳を

浦八歳に改む」、 (診「教育所に補習科を併置し得ること

に改む」、 ③ 「教授程度を少しく改む」、 ④ 「教育研究合

を組織活動せしむ」という四点をあげている(41)。教育

内容論は本論の主題ではないので、別にまた検討したい。

以上、田子大民の教師論は教育所長、指導監督機関、

教育担任者の専任、教育担任者の待遇改善案であった。

(2)鐘江龍文の教師論

鐘江能文は里1龍(現台東県関山)という所在地の肩書

きしかなく同地の公学校教師か「理蕃」関係者であろう

と推測される。

鐘江は教育所の禎式学級における教師論を展開する。

「現在のところ本島百七十三の蕃童教育所の中で、どれ

だけの教育所が楕式でやってゐるのか、計数的なことは

私にはわからないけれども、思ふにその大部分が楕式で

はないだらうか」という中、 「大多数の据任者が沈黙を

守ってゐる」 (42)現状に対して以下の提言を行っている。

楕式教授は単式教授とは異なり、 「間接教授がなされ

ねばならないといふ所に在る」。この「間接教授の指導

さへよろしきを得れば複式の問題は略々完了だ」 (4:。と

指摘する。そのために間接教授を受けている児童の自発

的態度、計画的態度、研究的態度を確立すること。その

ための環境整備として書方、話方、読方、算術等全般に

わたり掛図、標本類、小黒板、参考書を設置することを

提言している(44)。

柏式学級における教師の資質として、 「各科教授につ

いて堪能であること」、 「身鱒の強健なこと」、 「統御の力

に富むこと」、 「勤勉であること」 (45)の四点をあげてい

る。そのために教育担任者には「一般警察事務に関興す

ることを罷免すべきである」 (46)、 「教育担任補助者を採

用すること」、その「補助者は警手から採用し、内地人

でも本島人でも、又は蕃人でもい、」(47)と述べている。

以上、鐘江の提言は裡式教授を行うために教師の資質

向上、教師を警察事務一般から免除して専任にすること、

教育担任補助者を付けることであった。

(3)鈴木質の教師論

まず、鈴木質は原住民の教育は教育所において行うべ

きであり、台東、花蓮港で行われている原住民子弟の適

う公学校の制度を改め、教育所に変えるべきであると主

張する。その理由が「理蕃」政策の一環性において統一

すべきであること、また、 「教授程度や教授時数等より

両者を比較して見るに、略相似たるものであって大した

遥庭がない」こと、 「公撃校職員と警察職員との対立」

を解消することにあった(4S)。

さらに、 「教育所といふのは垂漕教育令の埼外に在っ

て、蕃地の蕃人の子弟に初等教育を施す所謂教育所であ

る」が、 「教育といふ立場から見て此の形の充實に相席

してゐるかどうか疑なきを得ない」。それは「教育は駐

在所の一分櫓事務であるといふ所に肝胎してゐる」とし

て、教育所の独立を提言している(49)その理由は「教

育事務の取扱規程には大抵は専務にすることに定められ

てあるやうではあるが、その何れにしても賓際専務でや

ってゐる所は殆んどないといひたい位妙い」 (50)という

現状から来ている。 「教育所は一一蕃杜一帯の教育教化

の中心機関として燭立する必要」 (51)を述べている。

また、鈴木質は袴式学級の現状に対してせめて1年生

は「単式化」し、また「各科に於ても授式の単式化に努

め、 (修身、書方、国書、手工、唱歌、贈操等)而して

あまりに裡式教授法に捉はれず環境を考慮して信ずるも

のに向って指導すべき」 (52)という教授法も授案してい

た。

以上、霧杜事件以後の台湾総督府の「理蕃政策大綱」、

田子大民、鐘江龍文、鈴木質の教師論を見てみた。

まず、 「理蕃政策大綱」では総督府内に「理蕃」視学

宮1名、各州に視学を設置すること、 「理蕃」警察官を

「人物中心主義」で選任し、任地を簡単に変更せず、待

遇の改善も行うというものであった。

しかし、田子以下の教師論を見ると、この施策が不十

分であったことがわかる。即ち、田子大民は教育所長、

指導監督機関、教育担任者の専任化、及び教育担任者の

特に給与面での改善を訴えた。この監督指導機関は各

州・郡・庁・支庁におくべきであるという控案で、総督

府の各州視学1名では不十分であるという指摘であっ

た。鐘江能文は柁式学級の改善のために教育担任補助者
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教育所・教師論一霧社事件前後を中心に-

の確実な設置を要望した。鈴木質は原住民教育は原住民

子弟の通う公学校をなくし、すべて教育所で統一し、し

かも教育所を駐在所からも分離して、独立の機関とし、

教育担任者を専任とすること、及び神式学級の改善を訴

えている。

おわりに

霧杜事件前の教師論を見ると、総督府の総務長官、

「理蕃」課長などは教育所教師は原住民子弟に「尊敬さ

れる人格者」であるべきであるという方針をとっていた

が、実際の所、当時はほとんど具体的な指導は行われて

いなかった。

なぜなら、鈴木質は原住民子弟に「愛情」を持った教

師を望み、また、教師を教養するための講習会の開催を

主張し、棲式授業の負担を解消するための助手の採用を

提言した。また、翠轡も原住民の教育所卒業者から助手

の採用を提言し、妻帯した教師の採用、教師の給与面で

の増額を要望していることからも明らかであった。助手

採用については昭和3年(1928)の新「蕃童教育標準」

によって制度的に可能となったが、その制度自体も充分

ではなかったようであり、また、教師の待遇面での改善

も殆どなされていなかった。

これらの要因が霧杜事件(昭和5年く1930))勃発要

因の一つになったようである。即ち、総督府は昭和6年

(1931)の「理蕃政策大綱」によって、総督府内に「理

蕃」視学官1名、各州に視学を設置し「理蕃行政」の監

督機関を整備し、また「理蕃」警察官を「人物中心主義」

で選任し、任地を簡単に変更せず、待遇の改善も行った

ことからも明らかである。

この施策によって教育所担任者の昇進の可能性は実現

したが、まだ制度的には不十分であったようである。そ

れは田子大民、鐘江能文、鈴木質の提言でも明らかであ

った。田子大民は教育所長、指導監督機関、教育担任者

の専任化、及び教育担任者の特に給与面での改善を訴え

た。この監督指導機関は各州・郡・庁・支庁におくべき

であるという提案で、総督府の各州視学1名では不十分

であるという指摘であった。鐘江能文は袴式学級の改善

のために教育担任補助者の設置を要望した。鈴木質は原

住民教育は原住民子弟の通う公学校をなくし、すべて教

育所で統一し、しかも教育所を駐在所からも分離して、

独立の機関とし、教育担任者を専任とすること、及び複

式学級の改善を訴えている。

以上の、霧杜事件前後の教育所教師論を見ると、教師

の精神論と制度論に二分された。精神論に関しては同事

件前後主張され、原住民子弟から「尊敬される人格者」

が要望された。その実現に対する制度的な改善は昇進、

任地の長期化、補助者の設置等の改善という点では行わ

れたが、教育担任者の専任化が結局改善されないままに

終わった。教育所の独立機関化も実現しないままであり、

禎式学級も改善されないままに終わった。
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